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３ ３歳児～５歳児クラスの利用者負担額（保育料）等について 
幼児教育・保育の無償化により、３歳児～５歳児クラスの保育料が無償化されました。

これまでも保育料の一部として保護者負担となっておりました給食の材料費（給食費）は、無償化にあたってもこの考え 

方を維持することとされました。引続き、給食費は保護者の負担となり、３歳児～５歳児クラスの場合は、施設に直接お支払

いいただくこととなります。その金額や内訳は各保育施設において設定され、保護者に通知されます。 

なお、延長保育料や主食代等の各施設が実費徴収する諸費用については無償化の対象となりません。 

４ 副食費の免除について 
下記に該当する２号認定子どもの方は、給食費のうち、副食費（ex.おかず、おやつなど）が免除されます。特別な手続き

は必要なく、自動的に無償となります。 

３号認定子どもの方は、従来どおり主食費・副食費は保育料に含まれています。 

◇市町村民税の所得割額が世帯合計で基準額以下（概ね年収 360 万円未満） 

◇第 3子以降の子ども 

＜児童の数え方＞ 

世帯の就園児のうち最年長者・・・・・・・第 1 子 

                 次年長者・・・・・・・第 2 子 

                   上記以外の者・・・第 3 子 

 ※「就園児」は、認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚園部、保育所、地域型保育事業、企業主導型保育施設、児童発達

支援、医療型児童発達支援、居宅型児童発達支援、児童心理治療施設を利用している未就学児を指します。
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６．南幌町保育料金額表（月額） 
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額） 

階層
区分

定  義 
保育標準時間 
（満３歳未満）

保育短時間 
（満３歳未満）

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国
残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国
残留邦人等及び自立の支援に関する法律による支給給付受
給世帯

円

０ 

円

０ 

Ｂ 
Ａ階層及びＤ階層を除き、前
年度分の市町村民税の区
分が次の区分に該当する世
帯 

市町村民税非課税世帯 
０ 

【0】
０ 

【0】

Ｃ 
市町村民税課税世帯 
（均等割のみ課税） 

10,800 
【0】 

10,600
【0】 

Ｄ１ 
Ａ階層を除き、市町村民税
の所得割額がいずれかの区
分に該当する世帯 

24,300 円未満 
12,200 
【0】

11,900
【0】

Ｄ２ 
24,300 円以上 
48,600 円未満 

13,600
【0】 

13,300
【0】 

Ｄ３ 
48,600 円以上 
57,700 円未満

15,300
【0】

15,000
【0】

Ｄ４ 
57,700 円以上 
67,000 円未満 

17,000
【0】 

16,700
【0】 

Ｄ５ 
67,000 円以上 
82,000 円未満 

18,900
【0】 

18,500
【0】 

Ｄ６ 
82,000 円以上 
97,000 円未満 

21,000
【0】

20,600
【0】

Ｄ７ 
97,000 円以上 
118,500 円未満 

22,500
【0】 

22,100
【0】 

Ｄ８ 
118,500 円以上 
140,000 円未満 

25,100
【0】

24,600
【0】

Ｄ９ 
140,000 円以上 
154,500 円未満 

27,900
【0】 

27,400
【0】 

Ｄ10
154,500 円以上 
169,000 円未満 

31,100
【0】 

30,500
【0】 

Ｄ11
169,000 円以上 
202,000 円未満

32,700 
【16,350】

32,100 
【16,050】

Ｄ12
202,000 円以上 
235,000 円未満 

34,500 
【17,250】

33,900 
【16,950】

Ｄ13
235,000 円以上 
268,000 円未満 

38,400 
【19,200】

37,700 
【18,850】

Ｄ14
268,000 円以上 
301,000 円未満 

42,700 
【21,350】

41,900 
【16,350】

Ｄ15
301,000 円以上 
333,000 円未満 

45,300 
【16,350】

44,500 
【20,950】

Ｄ16
333,000 円以上 
365,000 円未満 

50,400 
【25,200】

49,500 
【24,750】

Ｄ17
365,000 円以上 
397,000 円未満 

56,000 
【28,000】

55,000 
【27,500】

Ｄ18 397,000 円以上 
72,800 
【36,400】

71,500 
【35,750】

備    考  

【     】内の金額は第2子の保育料です。 

① 令和７年4月1日現在の年齢で3歳未満の児童（0歳児～2歳児クラス）における保育料です。3歳以上の保育料は無料です。 

② 市町村民税額は世帯合算の金額です。 

③ 世帯年収約640万円未満の世帯【Ａ～Ｄ10階層】は、年齢制限なく生計が同一の兄・姉から順に第1子と数え、第2子以降の保育料が無料となり

ます。 

④ 世帯年収約640万円以上の世帯【Ｄ11～Ｄ18階層】については、就学前で保育所、幼稚園、認定こども園及びその他指定の施設等を利用してい

る子どもの中で最も年齢の高い子どもから第1子と数え、第2子の保育料は半額、第3子以降については無料となります。 

※ 世帯年収約640万円の市町村民税所得割額は169,000円です。 

※ 世帯年収約360万円未満の市町村民税所得割額は、ひとり親世帯等の場合は77,101円未満、その他の世帯は57,700円未満です。 



- 13 - 

≪ひとり親世帯等≫ 

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額） 

階層
区分

定   義 
保育標準時間 
（満３歳未満）

保育短時間 
（満３歳未満）

Ｂ 
Ａ階層及びＤ階層を除き、前
年度分の市町村民税の区
分が次の区分に該当する世
帯 

市町村民税非課税世帯 
円

0

Ｃ 
市町村民税課税世帯 
（均等割のみ課税）

4,000
【0】

Ｄ１ 
Ａ階層を除き、市町村民税
の所得割額がいずれかの区
分に該当する世帯 

24,300 円未満 
5,000
【0】

Ｄ２ 
24,300 円以上 
48,600 円未満 

6,000
【0】

Ｄ３ 
48,600 円以上 
57,700 円未満 

7,000
【0】

Ｄ４ 
57,700 円以上 
67,000 円未満 

Ｄ５の
一部

67,000 円以上 
77,101 円未満 

７．広域入所を希望する場合 

児童福祉法の規定により、保護者の勤務先等特段の事情がある場合、居住地以外の保育所に入所することが可能です。 

実施にあたっては、該当する市町村と協議若しくは協定を締結しなければならないため事前にご相談ください。

  なお、保育所により受入れに関し要件等があるときは、入所できない場合があります。 
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≪その他の手続き・保育サービスについて≫ 

１．入所後の各種届出について 
１ 教育・保育給付認定の変更について 
年度途中で申請内容が変更になった方については、下記のとおり給付認定変更申請が必要です。保健福祉課子育て支 

援係へすみやかに変更申請書を提出してください。（保育短時間認定の方が保育標準時間で利用されますと、延長保育

料等がかかります。） 

状況 必要な書類 備考 

家
庭
状
況

住所、氏名に変更が生じた場合 

教育・保育給付認定変更申請書 
ご住所を変更した際、また氏名、保護
者等の変更の際にご提出ください。 同居する人に変更があった 

（結婚・離婚・祖父母同居等） 

結婚の場合 

戸籍謄本（入籍日がわかるもの）、結婚相
手の「就労証明書」など保育を必要とする
証明の書類（転入の場合は、住民税課税
証明書） 

婚姻した際にご提出ください。 

離婚の場合 
戸籍謄本（離婚成立日と親権者が記載さ
れているもの） 

離婚した際にご提出ください。 

保
育
必
要
理
由

転職した、仕事を開始した 
就労時間が変更になった 

教育・保育給付認定変更申請書 
就労証明書 

新しい会社の就労証明書を提出してく
ださい。変更が生じる場合には新たに
就労証明書の提出が必要です。 
教育・保育給付認定変更例： 

  保育標準時間→保育短時間

退職した 
教育・保育給付認定変更申請書 
求職状況申立書 

退職しましたら、退職日をご報告くださ
い。速やかに保育園に在園するための
要件を新しくご提示いただく必要があ
ります。 
教育・保育給付認定変更例： 

  就労→求職活動 

  保育標準時間→保育短時間

妊娠及び出産 
（下の子を妊娠した） 

出産にあたっての就労状況申告書 
母子手帳の写し（表紙（氏名）と出産予定
日の記載があるページ） 
※出産時の手続きについて 

妊娠がわかりましたら、出産予定日の４
か月前までにご提出ください。 

病気になり、自宅療養又は入院が必要
となった 

教育・保育給付認定変更申請書 
傷病名、治療見込期間等が記載されたも
の 

該当される際にご提出ください。 

同居親族を介護・看護することになっ
た 

教育・保育給付認定変更申請書 
診断書または障害者手帳等の写し、介護
保険被保険者証の写し 

該当される際にご提出ください。 

求職活動をすることになった（起業準
備を含む） 
（認定日の９０日後の月の末日まで） 

教育・保育給付認定変更申請書 
求職状況申立書 

上記、退職した場合をご覧ください。 
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学校（職業訓練学校等）に通うことに
なった 
（最終通学日が属する月の末日まで）

教育・保育給付認定変更申請書 
在学証明書・時間割等 

該当される際にご提出ください。 

すでに入所している子どもの保護者が
育児休業に入る 

教育・保育給付認定変更申請書 
育児休業取得証明書 

育児休業を取得されましたら、育児休
業取得証明書をご提出ください。要件
を育児休業に変更します。保育必要量
は保育短時間になります。 
育児休業取得証明書の記入日は、出
産日以降の日付である必要がありま
す。 

育児休業から復職した 
教育・保育給付認定変更申請書 
就労証明書 

職場に復職しましたら復職の証明とし
て、就労証明書をご提出ください。就労
証明書の記入日は、復職日以降の日
付である必要があります。 

◎ １号認定の方は、「家庭状況」に変更があった場合のみ、申請が必要です。 

◎ 申請内容が変更になる場合は、入所している施設に連絡するとともに、速やかに申請書類等をご
提出ください。 

  申請種類の提出がないまま、申請内容と実態が異なる状況が継続していたことが発覚した場合、状況によっては虚偽申

請とみなし、退所していただく場合があります。 

２ 継続入所について 
  翌年度も同じ保育施設の利用を希望する場合でも、毎年１１月に新たに入所申請の手続をしていただきます。期日に間

に合わなかった場合は、継続できませんので、ご注意ください。 

３ 退所となる場合について 
保育が必要な状況でなくなった場合（離職や病気の回復等）は退所となります。退所する場合は、「保育所退所届」を提

出してください。退所を希望する場合でも、退所届の提出がない限り保育料はかかります。町外転出による退所については、

必ず住民票を異動する前（転出届手続前）に届出をしてください。 

また、正当な理由がなく１ヶ月以上欠席したときは、届出がなくても退所となります。 
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２．各種保育サービスについて  
１ 延長保育 
認可保育所施設を利用する２号・３号認定の子どもで、保護者の就労形態や残業などにより通常保育時間内のお迎え

が困難な場合、別途申込の上、保育時間の延長ができます。 
◎ 利用料 

区  分 

７時３０分～８時３０分まで 

１６時３０分～１８時３０分まで １８時３０分～19 時まで 

1 時間以内 1 時間超え 

保育標準時間 － － 
200 円 

保育短時間 100 円 150 円 

【申込み・お問い合わせ】 

   南幌いちい保育園 南幌町中央２丁目２番２号 ℡011-378-2734 

２ 一時預かり事業 
保護者の就労や傷病等の理由により、家庭でお子さんを保育できない場合、緊急かつ一時的に保育園でお預かりする

「一時預かり」を南幌いちい保育園で実施しています。 

【利用対象者】 

 南幌町内に住民登録がある満１歳以上で離乳食を完了している（１歳５か月程度）お子さんから就学前の児童が対象で

す（里帰り出産を理由に緊急預かりで利用する場合、住民登録がなくても利用できます）。 

【保育時間】 

 日曜日、祝日、年末年始を除く月～土曜日の８時～１８時まで 

【利用料金】※年齢は４月１日現在の満年齢で決まります。 

利用年齢区分 １時間 日額（１０時間） 給食費 

３歳未満児 175 円 1,750 円 
240 円 

３歳以上児 150 円 1,500 円 

   ※当日のキャンセルについては、キャンセル料として 300 円かかります。 

 ※利用料金は〇〇時間以内で計算します。 

     （例）４時間５分利用 → ５時間以内 ３歳未満児だと１７５円×５時間=875円 

【申込み方法】 

 緊急の場合を除き、利用日３日前までの平日に申込書を南幌いちい保育園に提出してください。 

 保護者の就労により利用される場合には「就労証明書」を添付してください。 

【申込み・お問い合わせ】 

 南幌いちい保育園 南幌町中央２丁目２番２号 ℡011-378-2734 

３ 障がいのあるお子さんの保育 
情緒障害、言語障害などで集団保育が可能な比較的軽い障がいのあるお子さんを対象に、一般の児童と一緒に保育を

実施しています。 

【利用形態】 
１．勤務形態等…保護者の就労等により、平均週３日程度お預かりします。 
２．緊急保育……保護者の傷病、出産、介護、看護、災害、冠婚葬祭等により、緊急かつ一時的に家庭で保育

が困難となる児童をお預かりします。 
３．私的理由等…保護者の通院、その他私的な理由（リフレッシュ、学校行事等）により、平均週３日程度お預

かりします。
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≪教育・保育施設のご案内≫ 
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＜申込み・お問い合わせ＞ 

〒069-0235 

空知郡南幌町中央３丁目４番２６号 

南幌町 保健福祉課 子育て支援係

南幌町保健福祉総合センター あいくる 

電話 378-５８８８・FAX 378-５２５５ 

育てる喜び、育む幸せ。

なんぽろ 


